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２０２４年５月７日 

組 合 員 各 位 

日高・胆振・十勝軽種馬農業協同組合 

２０２４年 サマーセール・セプテンバーセール 上場馬の申込とりまとめについて 

 時下、組合員の皆様におかれましては、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

さて、サマーセールとセプテンバーセールの開催にあたり、本年につきましても両セールのとりまと 

めを同期間内で行います。 

 開催内容、変更点等を十分ご確認いただき、ご理解のうえお申込みいただきますようご案内申し上げ 

ます。 

記 

１．品種・馬齢： サラブレッド１歳 

２．市場開催日： 

サマーセール（５日間） セプテンバーセール（３日間） 

８月１９日（月）～２３日（金） ９月１７日（火）～１９日（木） 

※ サマーセールについて 

１日の名簿掲載頭数を約２４０頭(せり終了目標時間１８：３０)とし、申込頭数が 

これを超過した場合は、８月２４日(土)までの６日間開催といたします。 

３．開催場所 ：北海道市場（新ひだか町静内神森） 

４．申込期間、取消期間並びに登録料について 

■申込期間内に申込む場合の登録料 

 □申込期間締切    ５月２８日（火） 

 □登 録 料     ３３,０００円/頭 税込 

■申込後の取消締切日  ６月７日（金） 

■追加申込の受付期間と登録料 

 □追加申込受付期間  ５月２９日（水）～５月３１日（金） 

 □追加登録料     ４９,５００円/頭 税込 

※追加申込期間は３日間といたします。 

※ 登録料・追加登録料： 

  下記団体に所属の正組合員・正会員は上記の登録料とし、所属されていない場合は倍額とします。 

    日高・胆振・十勝軽種馬農業協同組合 

    青森県軽種馬生産農業協同組合、東北軽種馬協会、千葉県両総馬匹農業協同組合 

    関東軽種馬生産育成協会、九州軽種馬協会 

 ※ 各地域の軽種馬農協に所属されていない(公社)日本軽種馬協会会員の方も倍額とします。 

 販売申込者は、【当該馬の所有者に限る】ものとします。 
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５．申込方法：別紙販売申込書にご記入のうえ、登録料並びに血統登録証明書を添え、日高軽種馬農協 

本支所、胆振・十勝軽種馬農協、または各地区振興会へお申込ください。 

血統登録証明書は申込時に必ずご提出願います。 

    血統登録証明書に記載されている『生産牧場名』を基に上場日割りを決定するため、 

確認が出来ない場合、申込をお受け出来ませんので、必ずご提出ください。 

※ 他の市場との重複申込は出来ません。 

※ 販売申込書は３枚複写となっておりますので、申込の際は切り離さずにご提出ください。 

また、控は大切に保管願います。用紙の予備につきましては、各申込先にございます。 

※ 上場馬名(名簿掲載馬名)は「母馬名○○○○(上場馬の生年(西暦))」に統一いたします。 

   申込書には「母馬名２０２３」でご記入ください。 

   但し、(公財)ジャパン･スタッドブック･インターナショナル(JAIRS)の馬名登録を行っている場合 

   は、登録済みの馬名を使用します。申込書にはその登録馬名をご記入いただき、JAIRSから発行さ 

れる「馬名登録通知書(原本)」のご提出をお願いいたします。 

 ※ マイクロチップの埋め込みにつきましては、レポジトリー資料を提出する場合は、レポジトリー資料 

   撮影までに、レポジトリー資料を提出しない場合は、市場開催日の５日前までに完了してください。 

６．セレクションセールからセプテンバーセールへの再申込について 

  セプテンバーセールにつきまして、本年よりセレクションセールで欠場、主取となった馬の再申込を 

 可能といたします。 

  再申込をされる際は、下記要件および別紙をご確認ください。 

○ セレクションセールからの再申込 

         締切 ７月２６日（金） 登録料 １１,０００円/頭 税込 

・ 再申込はセプテンバーセールもしくはオータムセールどちらか 1度とし、セプテンバーセールへ 

再申込された馬が欠場、主取となった場合でも、オータムセールへの再申込は出来ません。 

・ 名簿の版下は、セレクションセール時のものを使用します。 

・ 販売申込者名はセレクションセール上場時と同一名義でお申込ください。 

・ 再申込馬につきましては、別冊名簿での掲載となります。上場順はセプテンバーセール最終日の 

新規申込馬の後(再申込馬の中で上場順を決定)となります。 

７．四肢レントゲン写真・上部気道内視鏡動画の開示について 

  本セールでは、開示室(レポジトリー)を設け、四肢レントゲン写真(基本部位２８枚または両後膝 

 を追加した３６枚)および上部気道内視鏡動画の開示を行います。 

 ※ 開示要領については、別紙【レポジトリー資料提出について】をご参照ください。 
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８．無料預託期間並びに「北海道市場ブリッジ保険」制度について 

  売買成立馬の引き渡し期間（無料預託期間）は、当該市場終了日の翌日より１０日以内です。 

売買成立馬に対し、落札時点から無料預託期間内の死亡・能力喪失の事故が発生した場合に備え、 

「北海道市場ブリッジ保険」に加入します。 

保険料は「北海道市場」が負担し、保険金額は取引価格と同額となります。 

 ※ 詳細につきましては、市場業務規程第２３条(保険加入)をご確認ください。 

 サマーセール セプテンバーセール 

無料預託期間 

および 

ブリッジ保険期間 

９月２日(月)まで 

※8/24(土)までの開催となった場合は、 

９月３日(火)まで 
 

９月２９日(日)まで 

９．売買契約の解除について 

  せり落とし人による売買契約解除の申し出・届け出期限は下記のとおりです。 

 ○ 申し出【落札後レントゲン等検査により市場業務規程第２５条第２項に該当する症状を発見した時】 

           ⇒ せり落とした日の翌日より ３日以内 

 ○ 届け出【公表のなかった悪癖・目の異常・去勢・全身麻酔を伴う外科手術歴を発見した時】 

           ⇒ 当該市場終了日の翌日より１０日以内 

 ※ 公表事項は販売申込者の責任において上場馬の観察を行って報告願います。過去の飼養状況につ 

   いてもご注意ください。 

 ※ レポジトリー資料を提出していても、購買者による落札後の検査により、再撮影で新たに症状が 

   見つかった場合や、提出された部位以外の関節をレントゲン撮影し症状が発見された場合には、 

   売買契約解除の申し出の対象となる場合があります。 

※ 詳細につきましては、市場業務規程第２４条、第２５条をご確認ください。 

１０．注意事項、その他 

 ■ せり名簿に掲載するカタログについては、「せり名簿作成基準」に基づき作成しております。 

   修正等の申し立てには応じられませんのでご了承願います。 

 ■ 上場日については、生産牧場名をもとに日割りを行います。 

   上場順は、各上場日毎に全体で並び替えを行い、母馬名の五十音順とします。 

 ■ 販売手数料率は５％です。販売手数料額は下記の要領で算出します。 

   せり落とし価格 × 販売手数料率（５％）＝ ① 

   ①の金額 × 消費税（１０％）＝ ② 

   ① ＋ ② ＝ ③ 販売手数料 

   ※ 販売手数料は販売代金から控除させていただきます。 

 サマーセール セプテンバーセール 

上場日割 生産牧場名「ア行・オ」からの逆五十音順 

（オエウイアワロレ・・・シサコケクキカ） 

生産牧場名「カ行・カ」からの五十音順 

（カキクケコ・・・アイウエオ＋再申込馬） 

※最終日の新規申込馬の後に、 

 セレクションセールからの再申込馬が 

 上場されます。 

上 場 順 各上場日毎に全体で並び替えを行い、 

母馬名の「ハ行」からの五十音順 

各上場日毎に全体で並び替えを行い、 

母馬名の「ア行」からの五十音順 
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 ■ 販売代金は、販売申込者に支払いいたします。（販売申込者以外への支払いには応じられません 

   のでご了承願います。） 

 ■ 各予防接種については、落札後の入厩要件となりますので接種状況をご確認のうえお申込ください。 

 ■ 市場業務規程は、販売申込書裏面・日高軽種馬農協ホームページ(販売者飼養者向け情報)または 

   各軽種馬農協本・支所窓口にて閲覧可能です。市場業務規程をご理解のうえ、お申込みください。 

 ※ 市場業務規程を一部変更しておりますので、必ずご確認ください。 

１１．上場馬に対する助成事業について 

  (公社)日本軽種馬協会による上場馬に対する各種助成事業が実施されます。 

  詳細は別紙【レポジトリー検査に対する補助金・１歳馬せり馴致に対する補助金】をご参照ください。 

１２．欠場馬の取扱について 

取消期間経過後[ ６月８日(土)以降 ] は「欠場馬の取扱」が適用されます。 

 ※ 両セールで頭数調整が行われた場合、上場市場が確定した日以降は「欠場馬の取扱」が適用され 

ます。 

 ※ 止むを得ず欠場される場合は、直ちに軽種馬農協へ連絡のうえ、診断書等の提出をお願いします。 

 ※ 欠場理由が正当と認められなかった場合、または診断書等が期日までに提出されなかった場合に 

   は、違約金として３０万円を徴収いたします。 

１３．インボイス制度への対応について 

 令和５年１０月１日より、インボイス制度(適格請求書等保存方式)が開始されたことに伴い、販売申 

込者が適格請求書発行事業者登録をされている場合のみ、せり名簿に適格請求書発行事業者である旨の 

表記をさせていただきます。 

○ ご登録されている場合は、別紙「インボイス制度(適格請求書発行事業者)にかかる確認書」により、 

登録番号のご報告をお願いいたします。 

※ 既に所属されている軽種馬農協(日高・胆振・十勝)に登録番号を報告されている方は提出不要です。 

※ 適格請求書発行事業者登録番号の報告がない場合は、せり名簿には表記されません。 

○「販売申込者名」と「登録事業者名」が異なる場合、適格請求書発行事業者としてせり名簿に表記 

されない場合がございますので、予めご了承願います。 

○ 現在申請中の場合、せり名簿への表記締め切りは以下をご確認願います。 

サマーセール セプテンバーセール 

６月２１日（金） ７月２５日（木） 

上記期日以降については、市場開催日の５日前までにご報告をいただければ、場内掲示および北海道 

市場ホームページにおいて登録事業者として公表を行います。 

登録が完了いたしましたら、速やかにご報告いただけますようお願いいたします。 

お問合せは お近くの日高・胆振・十勝軽種馬農協 

または 日高軽種馬農協 北海道市場事業部（TEL 0146-45-2133）までお願いいたします。 


